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鉄道軌道整備法改正法案、全会一致で成立！ 
～衆議院国交委員会決議、参議院国交委員会附帯決議に 

ＪＲ連合の主張が盛り込まれる～ 

６月 15 日、自然災害による鉄道被災からの復旧工事にかかる費用を補助する制度（災害復旧事

業費補助制度）の根拠法である鉄道軌道整備法の改正法案が参議院本会議において全会一致で可

決し、成立した。 

本法案については、議員立法として昨年の秋に開かれた臨時国会での審議が見込まれていたが、

衆議院が解散となったことから、第 48 回衆議院議員総選挙を経て、今国会での提出となった。５

月 30 日に国会へ提出、同日の衆議院国土交通委員会での審議の上、翌 31 日の衆議院本会議にお

いて全会一致で可決。さらに６月 14 日に参議院国土交通委員会での審議の上、翌 15 日の参議院

本会議において全会一致で可決・成立した。なお、衆・参の国土交通委員会においては、決議・附

帯決議があわせて採択された。（別紙参照） 

改正法案の内容は、従来の赤字会社に対する復旧支援に加え、黒字会社の赤字路線に対する復

旧支援制度を新設するというもので、これにより、ＪＲ九州の豊肥本線、日田彦山線をはじめ、

これまでに対象でなかった会社・路線への復旧費用に対する補助が可能となった。これらの被災

路線の早期復旧への一助になるとともに、補助の適用においては長期的な計画策定を伴うことか

ら、当該路線の将来的なあり方についても、地域とともに協議し、持続可能性をも視野に入れた

上での復旧が見込まれるものとなっている。また、「公有民営」方式のような事業構造の変更など

の場合に限り、補助割合を嵩上げすることも本制度全般に付加された。 

ＪＲ連合はこれまで一貫して、自然災害からの復旧について、補助制度の適用要件・対象の緩

和や補助割合の嵩上げなど、鉄道事業者の復旧費用に対する負担軽減を求めてきた。加えて、鉄

道用地外からの被害拡大を予防する観点から、治山・治水事業の推進といった、地域の防災・減

災の整備促進についても言及してきた。とりわけ、近年の自然災害が多頻度化、大規模化する傾

向にあり、毎年のように全国の鉄道が被災し、鉄道網が寸断される状況が起こる中、災害復旧事

業費補助制度の拡充は喫緊の課題と捉え、各方面に発信してきた。今回の法改正については、こ

のような従来からの主張内容に沿うものと認識し、国会審議等に反映させるべく、関係議員等に

対してＪＲ連合の主張を改めて訴え、働きかけを展開してきた。 

そして、衆議院国土交通委員会の決議、参議院国土交通委員会の附帯決議において、ＪＲ連合

の主張が盛り込まれた。決議された内容にあるように、制度運用においては、鉄道事業者の経営

判断の主体性を十分配慮されるとともに、地域のすべての関係者間での真摯で建設的な協議の上

で判断されることに期待する。さらには補助割合の嵩上げが一部の場合に限られたことから、引

き続き検討されることにも注視していかなければならない。 

 ＪＲ連合は、「交通重点政策 2018-2019」を活用し、引き続き山積する政策課題解決にむけた取

り組みを展開していく。 



 
 

鉄
道
の
災
害
復
旧
に
関
す
る
件 

 
政
府
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
大
規
模
な
災
害
に
よ
っ
て
被
災
し
た
鉄
道
の
復
旧
を
促
進
す
る
た
め
、
鉄
道
軌
道
整
備
法
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
諸
点
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
講
じ
、
そ
の
運
用
に
万
全
を
期
す
べ
き
で
あ
る
。 

 一 

災
害
復
旧
事
業
に
対
す
る
補
助
の
適
用
に
あ
た
っ
て
は
、
「
利
用
者
の
利
便
性
の
向
上
」
を
図
る
と
と
も
に
、
鉄
道
事
業
の
民
間
企
業

と
い
う
立
場
を
踏
ま
え
、
そ
の
経
営
判
断
の
主
体
性
に
も
十
分
に
配
慮
し
た
運
用
に
努
め
る
こ
と
。 

 

二 

鉄
道
事
業
者
が
長
期
的
な
鉄
道
路
線
の
維
持
、
あ
る
い
は
持
続
可
能
な
交
通
体
系
の
構
築
を
目
的
と
し
た
、
地
域
と
の
協
議
に
主
体
的

に
参
画
す
る
よ
う
、
必
要
な
指
導
な
ど
を
行
う
と
と
も
に
、
総
合
的
な
交
通
体
系
の
観
点
か
ら
、
事
業
者
と
地
域
す
べ
て
の
関
係
者
の
間

で
、
真
摯
で
建
設
的
な
協
議
が
行
わ
れ
る
よ
う
な
環
境
整
備
に
努
め
る
こ
と
。 

 

三 

経
営
の
厳
し
い
路
線
に
係
る
災
害
復
旧
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
て
、
更
な
る
支
援
の
拡
充
に
つ
い
て
様
々
な
観
点
か
ら
検
討
を
行
う
こ
と
。 

 

四 

自
然
災
害
が
甚
大
化
、
大
規
模
化
、
多
頻
度
化
し
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
沿
線
地
域
の
山
林
・
河
川
な
ど
の
減
災
・
防
災
事
業
に
万

全
を
尽
く
す
こ
と
。 

  

右
決
議
す
る
。 

別紙 

衆議院国土交通委員会決議（資料に基づきＪＲ連合が作成） 



 
 

 

鉄
道
軌
道
整
備
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議 

 

政
府
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
諸
点
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
講
じ
、
そ
の
運
用
に
万
全
を

期
す
べ
き
で
あ
る
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 一 

災
害
復
旧
事
業
に
対
す
る
補
助
の
適
用
に
当
た
っ
て
は
、
「

利
用
者
の
利
便
性
の
向
上
」
を
図
る
と
と
も
に
、
民
間
企
業

で
あ
る
鉄
道
事
業
者
の
立
場
を
踏
ま
え
、
そ
の
経
営
判
断
の
主
体
性
に
も
十
分
に
配
慮
し
た
運
用
に
努
め
る
こ
と
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鉄
道
事
業
者
が
長
期
的
な
鉄
道
路
線
の
維
持
、
あ
る
い
は
持
続
可
能
な
交
通
体
系
の
構
築
を
目
的
と
し
た
、
地
域
と
の
協

議
に
主
体
的
に
参
画
す
る
よ
う
、
必
要
な
指
導
な
ど
を
行
う
こ
と
。
ま
た
、
総
合
的
な
交
通
体
系
の
観
点
か
ら
、
事
業
者
と

地
域
全
て
の
関
係
者
の
間
で
、
真
摯
で
建
設
的
な
協
議
が
行
わ
れ
る
よ
う
、
環
境
整
備
に
努
め
る
こ
と
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三 

本
法
に
よ
る
制
度
の
対
象
が
経
営
の
厳
し
い
路
線
に
係
る
災
害
復
旧
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
更
な
る
支
援
の
拡
充
に
つ
い

て
様
々
な
観
点
か
ら
検
討
を
行
う
こ
と
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四 

自
然
災
害
が
甚
大
化
、
大
規
模
化
、
多
頻
度
化
し
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
沿
線
地
域
の
山
林
・
河
川
な
ど
の
減
災
・
防

災
事
業
に
万
全
を
尽
く
す
こ
と
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五 

地
域
の
一
層
の
復
興
に
向
け
て
、
地
域
の
関
係
者
及
び
鉄
道
事
業
者
の
連
携
・
協
働
に
よ
り
、
復
旧
し
た
路
線
の
利
用
促

進
を
始
め
と
す
る
所
要
の
取
組
が
な
さ
れ
る
よ
う
、
十
分
配
慮
す
る
こ
と
。 

参議院国土交通委員会附帯決議（資料に基づきＪＲ連合が作成）
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